
令和 4 年度（2022 年度）以降の坂東市成人式の対象年齢について令和 4 年度（2022 年度）以降の坂東市成人式の対象年齢について
　成人式は、例年 1 月に 20 歳（年度中に 20 歳に達する人）を対象に実施していますが、　成人式は、例年 1 月に 20 歳（年度中に 20 歳に達する人）を対象に実施していますが、
民法改正により、令和 4 年 4 月 1 日から成年年齢が 18 歳に引き下げられます。これにとも民法改正により、令和 4 年 4 月 1 日から成年年齢が 18 歳に引き下げられます。これにとも
ない、成人式の対象者について昨年８月にアンケートを実施し、「20 歳のまま」は 86.7％、ない、成人式の対象者について昨年８月にアンケートを実施し、「20 歳のまま」は 86.7％、

「18 歳にすべきである」は 13.3％という回答結果となりました。これらを踏まえ、令和４「18 歳にすべきである」は 13.3％という回答結果となりました。これらを踏まえ、令和４
年度以降の対象年齢については、現行どおり 20 歳とさせていただきます。年度以降の対象年齢については、現行どおり 20 歳とさせていただきます。

＜来年以降の成人式（予定）＞　令和４年１月９日（日）　令和５年１月８日（日）＜来年以降の成人式（予定）＞　令和４年１月９日（日）　令和５年１月８日（日）
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